
居宅介護支援  重要事項説明書  

  

 ケアマネステーションわのうちは、安八郡広域連合の指定を受けた居

宅介護支援事業者です。当事業所はご契約者に対して、指定居宅介護支

援サービスを提供します。  

 

  事業所の概要や提供されるサービスの内容等、契約上ご注意して

いただきたいことを次のとおり説明いたします。  

 

 

１．事業者 

名 称           社会福祉法人輪之内町社会福祉協議会  

所 在 地           

 

〒503-0204 

岐阜県安八郡輪之内町四郷２５３７番地の１ 

電 話 番 号           ０５８４－６９－４４３３  

代 表 者 氏 名           会長  三輪  靖夫 

 

２．事業所 

①  名称、所在地等  

名 称           ケアマネステーションわのうち  

所 在 地           

 

〒503-0204 

岐阜県安八郡輪之内町四郷２５３７番地の１ 

電 話 番 号           ０５８４－６９－５１５０（２４時間対応） 

指 定 事 業 所 番 号          岐阜県２１７２５００１１４号  

管 理 者           神保  みゆき 

サービス提供地域          輪之内町 

  

②  職員体制 

   職    種    人     員 

 管   理   者          １名（常勤・兼務）  

 主任介護支援専門員 １名（常勤・兼務） 

 介 護 支 援 専 門 員          ２名（常勤・非常勤） 

 

③  営業日及び営業時間  

営 業 日         

 

月曜日から金曜日  

 但し、国民の祝日及び１２月２９日から１月３日までを除く  

営 業 時 間         午前８時３０分から午後５時１５分  



 

 ④  運営の方針 

   ケアマネステーションわのうちは、次に揚げる基本方針に基づき事業を運営し  

 ます。 

 

 ・  要介護状態にある利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応  

 じ自立した日常生活を営むことができるように配慮します。  

 

 ・  利用者の選択に基づき、総合的かつ効率的にサービスが提供されるようにいた  

 します。 

 

 ・  常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類  

 又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行いま   

 す。居宅介護支援サービス利用割合等については【重要事項説明書別紙】のとお  

 りです。 

  

  ・  事業の実施にあたっては、市町村、医療機関、居宅介護サービス事業者、介護  

 保険施設等との連携に努めます。  

 

 ・   調査（課題分析）の方法は居宅サービス計画ガイドライン方式を用います。  

 

 ・  当事業所は介護支援専門員の教育研修を重視し、提供する指定居宅介護支援の  

 質について、常にその向上に努めます。  

 

 

⑤   個人情報使用について  

  ・   利用者およびそのご家族の個人情報については、守秘義務を遵守し個人情報を  

  適切に取扱い、関係機関等と連携を図る等正当な理由がない場合以外には開示し  

 ません。 

 

  ・   個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れる  

 ことのないよう細心の注意を払います。  

 

 ・   サービス提供上知り得た利用者およびそのご家族の個人情報については、守秘  

 義務が守られるように必要な措置を講じます。またその守秘義務は、就業中はも  

 とより退職後も同様とします。  

 

⑥   事故発生時の対応 

  ・   指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、 



市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。  

３．申し込みからサービス提供までの流れ 

                                        ・来所または、お電話でご相談ください。 

 居宅介護支援についての相談受付      ・当事業所の概要やサービス内容についてご  

                                         説明します。（重要事項説明書） 

 

居宅サービス計画（案）作成依頼の受付  ・居宅サービス計画（案）作成の申込みをお  

                               受けします。 

 

心身状況の把握        ・担当介護支援専門員がお宅を訪問し、情報  

                               の収集ならびにご利用者、ご家族のご要望  

                    をお聞きします。 

 

 居宅サービス計画（案）の作成と提示   ・担当の介護支援専門員が居宅サービス計画  

                                        （案）の内容とご利用に係る負担額等、具体 

                                          的にご説明します。さらに、ご要望があれ 

  契約                  ばお聞かせください。 

                                  ・ご利用者と当事業者との間で「居宅介護支 

                                          援契約書」を交わします。 

 

  サービス担当者会議等の連絡調整  ・担当介護支援専門員が居宅サービス計画 

                                        （案）に沿って、主治医、各サービス事業者 

                                          と連絡調整をします。 



  居宅サービス計画の確認と同意   ・担当介護支援専門員が居宅サービス計画に  

                                          ついてご説明をします。最終的なご確認を 

                                          お願いします。 

                       

  各居宅サービス事業者との契約   ・ここでの契約は、居宅サービス計画に基づ  

                                          いて提供される、それぞれのサービス事業 

                                          者とご利用者の間で個別にお取り交わしく 

サービスの利用開始           ださい。 

                                        ・各サービス事業者からの報告や、担当介護 

経過観察と再評価             支援専門員による訪問や電話連絡を通じ

て 

                                          サービスの提供状況を把握し、必要に応じ 

                                          て計画の変更や要介護区分変更申請等のサ 

                                        ービスを提供します。 

 
 居宅介護支援契約の更新      ・要介護認定の有効期限に合わせて契約を更  

 
 各サービス事業者との契約更新  新します。 

                                          （当事業所との契約は１週間以上の予告を 

 各サービス利用        もってキャンセルできます。）      

４．感染症対策 

 事業者は、感染症の発生防止及びまん延防止のための指針を整備し、その対策を検

討する委員会をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、職員

に周知徹底を図ります。 



 

５．虐待の防止 

 事業者は、虐待の防止のための指針を整備し、その対策を検討する委員会を定期的

開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ります。また、対策が適

切に実施するための担当者を置きます。  

 

６．身体拘束等の原則禁止  

 原則として、利用者の行動を制限するような身体拘束は行いません。ただし、やむ

を得ない場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容等について説明し同意を得

た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必

要な事項を記載します。 

 

７．業務継続計画の策定 

 事業者は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対するサービスの提供を継

続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計

画を策定し、必要な措置を講ずるとともに、定期的に見直しを行います。また、職員

に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実

施します。 

 

８．ハラスメント対策 

① 事業者は、職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくり 

をめざします。 

② 利用者およびその家族が事業所の職員に対して行う、暴言・暴力・いやがらせ・誹謗 

中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメント等の行為については、事実確認の上、改善 を

求め、それでも解消されない場合は契約を解除する場合があります。 

 

９．病院の入退院時について 

 入院または退院について分かり次第、担当の介護支援専門員にご連絡ください。また、

病院へは担当の介護支援専門員に関わる情報をお知らせください。 

 

１０．相談窓口・苦情対応  

①サービスに関する相談・苦情については、事業者の次の窓口で対応いたします。 

 

  ・相談受付窓口 

              ケアマネステーションわのうち 介護支援専門員 

              受付時間：月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 

                      但し、国民の祝日及び１２月２９日から１月３日までを除く 

 

  ・苦情受付窓口 



       社会福祉法人輪之内町社会福祉協議会 事務局 

              受付時間：月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 

                      但し、国民の祝日及び１２月２９日から１月３日までを除く 

 

②公的機関においても、苦情申出等ができます。  

 

  ・輪之内町役場  介護保険担当窓口  

          ＴＥＬ（０５８４）６９－３１１１  

 

    ・安八郡広域連合（安八町中須４１０－１）  

     ＴＥＬ（０５８４）６３－２０５０  

 

  ・岐阜県国民健康保険団体連合会（岐阜市下奈良２丁目２番１号）  

     ＴＥＬ（０５８）２７３－１１１１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説明確認欄】 

  令和  年  月  日 

居宅介護支援契約の締結にあたり、上記により重要事項を説明しました。  

 



               事  業  所      所在地  安八郡輪之内町四郷２５３７番地の１ 

                        事業所名  ケアマネステーションわのうち 

 

                                説明者         神保  みゆき          印 

 

 

 

居宅介護支援契約の締結にあたり、上記のとおり説明を受け、サービスの提供開始、

個人情報の使用に同意します。  

 

          利用者  

                住所  安八郡輪之内町               

 

                               氏名                    印     

 

 

          代理人（選任した場合） 

 

                住所 安八郡輪之内町                

 

 

                                氏名               印（続柄：    ） 


